
一括検針共同住宅の水道料金計算例２：事務所や店舗だけのビルの場合 

市メ－タ－口径 50㎜ 

用 途 家事以外の用 

算定口径・戸数 
市メ－タ－口径50㎜×１事業場 

 （１戸） 

使用水量 

（市ﾒ-ﾀ-で計量） 500㎥ 

 事務所や店舗だけのビルは，事務所数・店舗数に関係なくビル全体を１事業場 

 （１戸）として算定します。 

１ 基本料金（税抜き）を計算します。 

水道料金 下水道使用料 

42,200円×1戸＝42,200円 1,520円×1戸＝1,520円 

２ 従量料金（税抜き）を計算します。 

水道料金 下水道使用料 

○使用水量

500㎥

○従量料金

・第１段：20㎥ までの分

175円×20㎥ ＝3,500円 

・第1段：21～60㎥ までの分

243円×40㎥ ＝9,720円 

・第2段：61～200㎥ までの分

  335円×140㎥ ＝46,900円 

・第3段：201～600㎥ までの分

  416円×300㎥ ＝124,800円 

 計184,920円 

○汚水排出量

500㎥

○従量料金

・20㎥ までの分

13円×20㎥ ＝260円 

・21～40㎥ までの分

152円×20㎥ ＝3,040円 

・41～60㎥ までの分

188円×20㎥ ＝3,760円 

・61～100㎥ までの分

246円×40㎥ ＝9,840円 

・101～200㎥ までの分

278円×100㎥ ＝27,800円 

・201～600㎥ までの分

311円×300㎥ ＝93,300円 

 計138,000円 
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３ 税込みの料金を計算します。 

税抜きの基本料金と従量料金の合計額に1.10を乗じ，小数点以下は切り捨てます。 

水道料金 下水道使用料 

基本料金    従量料金  

（42,200円＋184,920円)×1.10 

＝249,832円

基本使用料   従量料金  

（1,520円＋138,000円)×1.10 

＝153,472円

４ 水道料金と下水道使用料の合計額を計算します。 

249,832円 ＋ 153,472円 ＝ 403,304円 




